
資料8
（再添付）

用途地域による建築物の用途制限の概要

用途地域内の脚如）用途制限○建てられる川途×建てられない用途①、②、③、④、▲詞、階数等の制限あり。
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備　　　　　　考
住宅、共同住宅、観 下宿 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ×

鰍 き　 ＼三m 酌 ▼鰍 面

積の 2分の 1未満のもの
○ ○ ○ （⊃ ○ （⊃ ○ ○ ○ ○ ○ × 非住宅部分の用途制限あり

店

舗

等

店料 ）床面積が 1幻d 以下のもの 〉〈 ① ② ③ ○ （⊃ （⊃ （⊃ ○ ○ ○ ④ ①　　　 ＿ビ警新 感 貯

店舗醐 劫 11幻山を超え、鵬 以下のもの × × （参 ③ （〕 ○ ○ ○ ○ ○ ○ せ

店緋 新 病 頭 掛 取 油 崩 汲 、1．5∝）rIi以下のもの × × × ③ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ④

牌 の府頭肋 Il．血 塊 え、3，血 以下のもの × × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ④

僻 の廊 軌 筍，〔Ⅱ）山を超え、10，血 以下のもの × × × 〉く × ○ ○ ○ ○ （⊃ ○ ④

店舗等の床面積が 10．皿〕徒超えるもの × × × × × × × ○ ○ ○ × ×

事

務

所

等

事指所等の麻 鵡払 11細山以下のもの × × × ▲ ○ （⊃ ○ ○ ○ ○ ○ ○

▲ 2 階以下

朝 炉 帯の腐甜 11助詞を超え、輔 下のもの × × × ▲ ○ （⊃ ○ ○ ○ ○ ○ ○

櫛 得の東研如Ⅷ伽 楼超え、1，血 以下のもの × × × ▲ （〕 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

購関所昔の扁両親が 1，北 浦を超え、3．∝氾n i以 卜のもの × × 〉く × （1 （1 （「 （「 （「 「）（つ （つ

事務所等の床面 打 ，【Ⅰ氾山を超えるもの × × × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ホテル∴旅館 × × × × ▲ ○ （〕 （⊃ ○ ○ × × ▲3，（Ⅸ）d 以下

撃

蛋

ポーリング曝、スケー ト囁、水泳場、ゴルフ観 バッティ

ング練習場等
× × × × ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ▲3，〔Ⅸ）d 以下

カラオケボックス等 〉く × × × × ▲ ▲ （⊃ （⊃ ○ ▲ ▲ ▲ 10．血 以下

麻纏 、パチンコ屋、射的囁、馬券 ・車券発売所等 × × ×・ × × ▲ ▲ （⊃ ○ ○ ▲ × ▲ 10，肥）d 以下

盛時 、糠 政 演芸鼠 観覧場 × × × × × × ▲ （⊃ ○ ○ × × ▲客席2α）n i未満

キャバレー、ダンスホール等、個室付浴場等 × × × × 〉く × × × ○ ▲ × × ▲個室付浴場等を除く。

拳

療

蔓

幼剛胤 小′殿 中Ⅵ灸 11－郡 校 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ （⊃ ○ × ×

大学、高等許常 校、専修学校等 × × ○ （⊃ ○ （⊃ ○ ○ ○ ○ × ×

図書館等 ○ （⊃ ○ ○ ○ （〕 ○ （〕 （〕 ○ ○ ×

巡査派出所、－儲 以下の郵便局等 （〕 ○ ○ ○ ○ ○ （⊃ ○ ○ ○ ○ ○

神社、、1取 掛 ○ ○ ○ ○ （⊃ （〕 （⊃ ○ ○ ○ ○ ○

病院 × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ×

公税 診療所、保育所等 （⊃ （⊃ ○ ○ ○ （⊃ （⊃ ○ （〕 ○ ○ ○

老人ホーム、射姉筈l〃柵．祉ホーム等 ○ （⊃ ○ ○ ○ （⊃ ○ ○ ○ ○ ○ ×

老人福祉センター、児勤頃生施設等 ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ （⊃ ○ ○ ▲麒Ⅰ）n i以下

自動車教哲所 × × × × ▲ ○ ○ ○ （⊃ ○ ○ ○ ▲3，00 Od 以下

工

場

倉

庫

等

単独車庫 個 を除く） × × ▲ ▲ ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲血 以下　 2階以下

謂 蓋 署 は 州　 1／ 2以下かつ締考 ① ① ② ② ③ ③ ○ C 〉○ ○ ○ （⊃ ① 600 鵬以下 1隅以下 ③ Z隅以下

② 3，（Ⅱ）ni以下 2階以下※一団也の敷地内について別に制唄あり。

倉廟 × 〉〈 × × × × （⊃ ○ ○ ○ ○ ○

畜舎 0 51 を碓 えるもの） × × × × ▲ ○ ○ （〕 ○ ○ （⊃ ○ ▲3．00 r此（下

パ掘 、米屋、豆腐屋、菓子崖、洋服店、畳匿、建嬢 、自転

耶 堀の床面積がⅦd 以下
× ▲ ▲ ▲ （⊃ （⊃ ○ （⊃ ○ （⊃ ○ ○ 原動機の制限あり。 ▲ 2階以下

脚 傭 酎ヒさせるおそれが非常に少ない工場 × × × × ① ① ① ② ② ○ （⊃ ○ 原動機 ・作親内容の制限あり。

作脱 の床面

① 盟仙以下 ② 1幻rri以下

勉卿珊 轍 ヒさせるおそれが少ない工場 × × × × × × × ② ② ○ ○ ○

危険性や環境を悪化させるおそれがやや多い工場 × × × × × × × 〉〈 × ○ ○ ○

危険性が大きいか又は著 しく脚 ヒさせる恐れがある工場 〉く × × × × 〉く × × × × ○ ○

自動車修理工場 × × × × ① ① ② ③ ③ ○ ○ ○
芸 抗 敷 書 芸 駄

　　　　　 量が非常に少ない施設

火薬、石版 ガスなどの危険物の貯1 豊が少ない版

× × × ① ② ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

① 1．瓢 d 以下　 2 鰍 下× × × × × × × ○ ○ ○ （⊃ ○

蔵 ・処理の量　　　 量がやや多い施設　　　　；■抑 軌 牒 は × × × × × × × × × ○ ○ ○ ②　 3，∝肋li以下

× × × × × × × × × × ○ ○

桝 火葬囁、と観 汚物処理場、ごみ焼印喝等 都市計画区域内においては都市計画決定が必要

（注）本義は、改正働腰二の概要であり、すべての眼こついて掲載したものではありません⊃



都市計画法による用途地域について

用　 途　 地　 域 都市計画法上の定義 （法第9 条）

第一種低層住居専用地域
低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため

定める地域とする

第二種低層住居専用地域
主として低層住宅に係る良好な住居の環境を保護

するため定める地域 とする

第一種中高層住居専用地域
中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するた

め定める地域とする

第二種中高層住居専用地域
主として中高層住宅に係る良好な住居の環境を保

護するため定める地域とする

第一種住居地域 住居の環境を保護するため定める地域とする。

第二種住居地域
主として住居の環境を保護するため定める地域と

する。

準住居地域

道路の沿道 としての地域の特性にふさわしい業務

の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境

を保護するため定める地域とする。

近隣商業地域

近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行 う

ことを主たる内容 とする商業その他の業務の利便を

増進するため定める地域とする。

商業地域
主として商業その他の業務の利便を増進するため

定める地域とする。

準工業地域
主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業

の利便を増進するため定める地域とする。

工業地域
主として工業の利便を増進するため定める地域 と

する。

工業専用地域 工業の利便を増進するため定める地域とする。


